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１ 秋田市の自殺対策取組経過

秋田市の自殺対策取組経過 ※は国、秋田県の動向等

時 期 取組内容等

平成１８年 平成１８年度

１０月 ※「自殺対策基本法」施行

【健康管理課事業】

・精神科医による精神保健福祉相談（現在も継続）

・こころの健康アップ講座（現在も継続）

・自律訓練法講座（Ｈ１８まで実施）

・職場におけるハートリフレッシュ講座（Ｈ２５まで実施）

・こころの相談従事者研修会（Ｈ２０まで実施）

・アルコール家族教室（Ｈ２０まで実施）

平成１９年 平成１９年度

６月 ※「自殺総合対策大綱」が閣議決定

７月 ※県が開催した「自殺予防に関する市町村トップセミナー」(全

県の首長および議長が対象)に、市長が出席

・「秋田市自殺予防対策庁内連絡会議」設置し、第１回連絡会

開催（年度内に５回開催）

以降、名称を「秋田市自殺対策庁内連絡会議」と変更し、現

在も継続

８月 ・秋田市自殺予防トップセミナー開催

市幹部職員および市議会議員等約２００名が参加

・８月市議会定例会に自殺予防緊急対策に係る補正予算を提案

１２月 ・市議会議員による「秋田市自殺対策を考える議員の会」結成

平成２０年

１月 ・自殺予防パンフレットおよびシールを全戸配布

３月 ・平成２０年度秋田市自殺予防総合対策策定・公表

以降、名称を「秋田市自殺総合対策事業計画」と変更し、毎

年度策定（Ｈ３０まで策定）

【健康管理課新規事業】

・自殺予防市民講話会（Ｈ２４まで実施）

・アディクション関連問題学習会（Ｈ２４から依存症セミナー

として現在も継続）
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・仲間づくり支援事業（現在も継続）

・こころのケア相談員養成セミナー（こころのケア相談セミ

ナーとして現在も継続）

・自殺者親族等への支援研修会（Ｈ２０まで実施）

・臨床心理士によるこころのケア相談（現在も継続）

・思春期講座（Ｈ２３まで実施）

平成２０年 平成２０年度

６月 ・秋田市自殺予防対策ネットワーク会議設置（年度内に３回開

催）

以降、秋田市自殺対策ネットワークと名称を変更し、現在も

継続

・自殺予防パンフレット作成・配布（改訂を重ね、現在も活用）

９～１０月 ・９月、１０月を市独自の自殺予防強化期間と位置づけ、｢広報

あきた｣での啓発、街頭キャンペーンをはじめ、市およびＮＰＯ

等の自殺予防関連事業を集中開催

１０月 ・事業所向けパンフレットを作成・配布

※自殺総合対策大綱一部改正、自殺対策加速化プラン策定

平成２１年 平成２１年度

９月 ・秋田市自殺対策ネットワーク会議の中に秋田市自殺未遂者フォ

ローアップ検討会議設置（年度内に３回開催）

以降、平成２４年度に「秋田市自殺対策ネットワーク会議自

殺未遂者対策検討部会」として組織を整え、現在も継続

１１月 ※国の自殺対策緊急戦略チームが自殺対策１００日プラン発表

平成２２年

２月 ※国の自殺総合対策会議において､いのちを守る自殺対策緊急プ

ラン策定

３月 ・自死遺族用パンフレットおよび自殺未遂者用パンフレットを

作成・配布

【健康管理課新規事業】

・「こころのケア相談セミナー」３回実施（回数を５回に増

やし、現在も継続）

・地域自殺対策緊急強化事業として関係２団体３事業に対し

補助金を交付

以降、平成２７年度から地域自殺対策強化事業と名称を変

え、団体、事業の変更もあるが現在も継続
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平成２２年 平成２２年度

・秋田ふきのとう県民運動実行委員会に参加

平成２３年

２月 ・中高年男性向けパンフレット作成・配布

平成２３年 平成２３年度

９月 ・秋田市自殺対策ネットワーク会議の中に高齢者対策検討部会

設置（年度内に２回開催）

以降、平成３０年度まで継続

平成２４年

３月 ・自殺対策啓発パンフレット作成・全戸配布

【健康管理課新規事業】

・高齢者のうつ病に関する実務者研修会(Ｈ２４も高齢者支援

者に関する実務者研修会として実施）

・自殺未遂者ケア研修会（Ｈ２５も実施）

・高齢者の自殺予防啓発用カード作成（Ｈ２４も実施）

平成２４年 平成２４年度

４月 ・自損患者診療状況シート活用開始（現在も継続）

・秋田市消防本部救急課に自殺対策ワーキンググループ設置

８月 ・自殺予防啓発用カードを作成・配布

９月 ・消防本部、健康管理課共催の自殺対策研修会を開催

・秋田市自殺対策緊急強化事業として、啓発看板設置(庁舎、市

民サービスセンター）、路線バスに予防啓発ラッピング（Ｈ

２５も実施）、ＤＶＤを活用した普及啓発を実施

※国の自殺総合対策大綱見直し

平成２５年

２月 ・市内医療機関等に自殺予防啓発用ポスター作成・配布

平成２５年 平成２５年度

９月 ・市議会議員発議による「秋田市民の心といのちを守る自殺対

策条例」公布（施行は平成２６年４月）

１１月 ・援助職メンタルヘルス研修会開催

【健康管理課新規事業】

・ゲートキーパー研修（秋田市消防職員対象）（現在も継続）

平成２６年 平成２６年度

９月 ・秋田市自殺対策ネットワーク会議高齢者対策検討部会におい

て作成した傾聴パンフレットを配布し、普及啓発を実施（改
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訂を重ね、現在も活用）

１２月 ・自殺未遂者用パンフレットおよびその家族等用パンフレット

作成・配布

※これまで全国１位であった秋田県の自殺率が、平成２６年は

２位になる。

【健康管理課新規事業】

・「自殺・自傷行為に傾く若年者の心理に関する研修会」（「若

者の心理に関する研修会」と名称を変更し、現在も継続）

平成２７年 平成２７年度

６月 ・自殺予防街頭キャンペーンが、啓発強化のため１回増え、年

４回実施

７月 ※秋田県自殺予防市町村キャラバン隊が秋田市を訪問

※秋田県の自殺率は、平成26年より改善したものの、再び全国

１位

【健康管理課新規事業】

・若者向けパンフレット作成・配布（現在も継続）

平成２８年 平成２８年度

４月 ※自殺対策基本法一部改正（平成２８年４月１日施行）

９月 ・広報あきたに特集号掲載（９月・１２月）

平成２９年 平成２９年度

・改正自殺対策基本法に基づき、新たに９月と３月を「秋田市

自殺対策強化月間」と定め、テレビ、ラジオ、デジタルサイ

ネージ等で各種啓発事業を実施

平成３０年 平成３０年度

・平成３１年度から５年間を期間とする自殺対策計画を策定（秋

田市自殺対策ネットワーク会議、秋田市自殺対策庁内連絡会

議をそれぞれ年４回開催）
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２ 秋田市･秋田県･全国の自殺者数と自殺率の推移

（厚生労働省：人口動態統計）

自殺者数 率 自殺者数 率 自殺者数 率

昭和50年 56 21.4 297 24.1 19,975 18.0

51年 51 19.1 300 24.3 19,786 17.6

52年 63 23.2 329 26.5 20,269 17.9

53年 53 19.2 315 25.3 20,199 17.6

54年 53 18.9 315 25.2 20,823 18.0

55年 57 20.0 285 22.7 20,542 17.7

56年 59 20.5 313 24.9 20,096 17.1

57年 49 16.9 313 24.9 20,668 17.5

58年 69 23.5 429 34.2 24,985 21.0

59年 62 21.0 367 29.3 24,344 20.4

60年 69 23.3 415 33.1 23,383 19.4

61年 74 24.8 407 32.6 25,667 21.2

62年 58 19.4 411 33.0 23,831 19.6

63年 71 23.7 379 30.6 22,795 18.7

平成元年 61 20.3 361 29.3 21,125 17.3

2年 45 14.9 338 27.5 20,088 16.4

3年 54 17.8 319 26.1 19,875 16.1

4年 55 18.0 338 27.6 20,893 16.9

5年 40 13.0 312 25.7 20,516 16.6

6年 55 17.0 309 25.5 20,923 16.9

7年 58 18.6 385 31.8 21,420 17.2

8年 59 18.8 367 30.4 22,138 17.8

9年 66 21.0 370 30.7 23,494 18.8

10年 81 25.7 450 37.5 31,755 25.4

11年 89 28.1 486 40.7 31,413 25.0

12年 93 29.4 457 38.5 30,251 24.1

13年 85 26.7 438 37.1 29,375 23.3

14年 94 29.5 494 42.1 29,949 23.8

15年 90 28.3 519 44.6 32,109 25.5

16年 83 26.1 452 39.1 30,247 24.0

17年 101 30.3 447 39.1 30,553 24.2

18年 106 31.9 482 42.7 29,921 23.7

19年 87 26.4 420 37.6 30,827 24.4

20年 93 28.4 410 37.1 30,229 24.0

21年 101 31.0 416 38.1 30,707 24.4

22年 87 26.9 358 33.1 29,554 23.4

23年 84 26.0 346 32.3 28,896 22.9

24年 72 22.4 293 27.6 26,433 21.0

25年 59 18.4 277 26.5 26,063 20.7
26年 71 22.3 269 26.0 24,417 19.5
27年 63 19.9 262 25.7 23,152 18.5
28年 62 19.8 240 23.8 21,017 16.8
29年 54 17.4 242 24.4 20,465 16.4

区分
秋田市 秋田県 全国
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３ 都道府県別の自殺率の比較

（厚生労働省：人口動態統計）

1 2 3 4 5

平成10年 秋田　37.5 岩手　35.4 新潟　34.5 青森　33.3 宮崎　33.0

平成11年 秋田　40.7 岩手　34.4 新潟  33.7 青森　32.5 富山　30.9

平成12年 秋田　38.4 新潟　32.9 宮崎　32.6 岩手　32.1 島根　30.8

平成13年 秋田　37.1 新潟　34.2 岩手　34.0 和歌山　29.9 島根　29.9

平成14年 秋田　42.1 青森　36.7 岩手　35.6 島根　32.4 新潟　31.4

平成15年 秋田　44.6 青森　39.5 岩手　37.8 新潟　34.0 富山　32.1

平成16年 秋田　39.1 青森　38.3 岩手　34.6 高知、島根　32.0 宮崎　31.8

平成17年 秋田　39.1 青森　36.8 岩手　34.1 山形　31.1 富山　30.7

平成18年 秋田　42.7 岩手　34.2 山形、島根　31.7 宮崎　31.5 青森　31.0

平成19年 秋田　37.6 宮崎　34.6 青森　33.4 岩手　32.2 島根　32.1

平成20年 秋田　37.1 青森　34.1 岩手　33.7 宮崎　32.1 鳥取　31.0

平成21年 秋田　38.1 青森　34.6 岩手　34.4 島根　30.9 高知　30.5

平成22年 秋田　33.1 岩手　32.2 青森　29.4 新潟　28.6 山梨　27.4

平成23年 秋田  32.3 岩手　28.3 新潟　27.7 宮崎　27.7 沖縄　27.2

平成24年 秋田　27.6 新潟　26.4 高知　25.9 岩手　25.3 山形　25.3

平成25年 秋田　26.5 岩手　26.4 新潟　26.1 島根　25.4 群馬　25.3

平成26年 岩手　26.6 秋田　26.0 宮崎　23.9 新潟　23.5 富山　22.8

平成27年 秋田　25.7 岩手　23.3 宮崎　23.2 島根　22.9 新潟　22.0

平成28年 秋田　23.8 岩手　22.9 新潟　21.8 和歌山　21.7 青森　21.0

平成29年 秋田　24.4 岩手　21.0 青森　20.8 愛媛　20.3 福島　20.2
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４ 秋田市における自損行為者への救急出動状況
(平成２４年から平成２９年までの集計)

(1) 搬送された自損行為者数
（人）

年 計 未遂者 既遂者
平成２４年 １７２ １１０ ６２
平成２５年 １５９ １０２ ５７
平成２６年 １５５ ９８ ５７
平成２７年 １３５ ７７ ５８
平成２８年 １１７ ６２ ５５
平成２９年 １１８ ７６ ４２

計 ８５６ ５２５ ３３１

(2) 自損行為別
（人）

行為別 計 未遂者 既遂者
首吊り ３０６ ５０ ２５６
医薬品 ２５６ ２４８ ８
血管切断 割腹等 １４５ １３５ １０
飛び降り ４２ ２５ １７
入水 ３１ ２２ ９
練炭・木炭・ガス ２６ ８ １８
焼身 ７ ３ ４
農薬 １９ １７ ２
その他の自傷行為 ２４ １７ ７

計 ８５６ ５２５ ３３１

(3) 自損行為者の年齢区分・性別
（人）

年齢区分 計 男 性 女 性
～９歳 ０ ０ ０ 最低年齢：１２歳

１０～１９歳 ４１ １１ ３０ 最高年齢：９２歳
２０～２９歳 １６０ ６７ ９３
３０～３９歳 １６６ ７８ ８８
４０～４９歳 １４５ ７２ ７３
５０～５９歳 １３０ ６６ ６４
６０～６９歳 ９９ ４５ ５４
７０～７９歳 ７０ ３８ ３２
８０～８９歳 ３２ １３ １９
９０～９９歳 ４ １ ３

不明 ９ ６ ３
計 ８５６ ３９７ ４５９

(4) 精神科・心療内科等への既往歴 (5) 過去の自損歴
（人） （人）

既往歴 人 数 自損歴 人 数
あり ４５２ あり １３８
なし ２５８ なし ３０２
不明 １４６ 不明 ４１６

計 ８５６ 計 ８５６

（秋田市消防本部救急事例調査研究ワーキンググループ自殺対策調査研究班）
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５ 自殺対策基本法

自殺対策基本法（平成28年3月30日改正、同年4月1日施行）

（平成十八年六月二十一日）

（法律第八十五号）

改正 平成二七年九月一一日法律第六六

同二八年三月三〇日同第一一号

自殺対策基本法をここに公布する。

自殺対策基本法

目次

第一章 総則（第一条―第十一条）

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条)

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条）

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条）

附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で

推移している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を

目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、

自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らか

にするとともに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対

策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援

の充実を図り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社

会の実現に寄与することを目的とする。

（基本理念）

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえ

のない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希

望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資する

ための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適

切に図られることを旨として、実施されなければならない。

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、

その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実

施されなければならない。

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであるこ

とを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施
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されるようにしなければならない。

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生し

た後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策

として実施されなければならない。

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的

な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっ

とり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつ

つ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な

助言その他の援助を行うものとする。

（事業主の責務）

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するととも

に、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。

（国民の責務）

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関す

る理解と関心を深めるよう努めるものとする。

（国民の理解の増進）

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に

関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間）

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるととも

に、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化

月間を設ける。

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三

月とする。

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開す

るものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的

に展開するものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、

相談事業その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。

（関係者の連携協力）

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十二

年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校

の幼稚部を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策に

係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的

な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。
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（名誉及び生活の平穏への配慮）

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの

者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に

侵害することのないようにしなければならない。

（法制上の措置等）

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。

（年次報告）

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺

対策に関する報告書を提出しなければならない。

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等

（自殺総合対策大綱）

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合

的な自殺対策の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合

対策大綱」という。）を定めなければならない。

（都道府県自殺対策計画等）

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都

道府県の区域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において「都

道府県自殺対策計画」という。）を定めるものとする。

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情

を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条に

おいて「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとする。

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付）

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当

該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的

な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する

経費に充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案して、厚

生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付すること

ができる。

第三章 基本的施策

（調査研究等の推進及び体制の整備）

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資す

るため、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の

状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保

持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用を推進するととも

に、自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整

理及び提供を行うものとする。

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するため
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の体制の整備を行うものとする。

（人材の確保等）

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力

を図りながら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施

策を講ずるものとする。

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等）

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健

康の保持に係る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の

教職員等に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な

施策を講ずるものとする。

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを

講ずるに当たっては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しな

ければならない。

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関

係者との連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人が

かけがえのない個人として共に尊重し合いながら生きていくことについての

意識の涵養等に資する教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた
かん よう

場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その他当該

学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うよ

う努めるものとする。

（医療提供体制の整備）

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることに

より自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよ

う、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師（以下こ

の条において「精神科医」という。）の診療を受けやすい環境の整備、良質

かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病について

の診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携

の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医と

その地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関

する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講

ずるものとする。

（自殺発生回避のための体制の整備等）

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、

相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及び

充実に必要な施策を講ずるものとする。

（自殺未遂者等の支援）

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよ

う、自殺未遂者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとす

る。

（自殺者の親族等の支援）
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第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂

者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適

切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

（民間団体の活動の支援）

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の

親族等の支援等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の

必要な施策を講ずるものとする。

第四章 自殺総合対策会議等

（設置及び所掌事務）

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会

議」という。）を置く。

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、

及び自殺対策の実施を推進すること。

（会議の組織等）

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出に

より、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。

４ 会議に、幹事を置く。

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政

令で定める。

（必要な組織の整備）

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、

必要な組織の整備を図るものとする。

附 則 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政

令で定める日から施行する。

（平成一八年政令第三四三号で平成一八年一〇月二八日から施行）

附 則 （平成二七年九月一一日法律第六六号） 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

‐ 62 ‐

第
４
章



- 63 -

一 附則第七条の規定 公布の日

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置）

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対策基

本法第二十条第一項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、第二十七

条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十条第一項の規定により置かれ

る自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するものとする。

（政令への委任）

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し

必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 （平成二八年三月三〇日法律第一一号） 抄

（施行期日）

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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６ 自殺総合対策大綱（概要）
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７ 秋田市民の心といのちを守る自殺対策条例

秋田市民の心といのちを守る自殺対策条例

平成25年９月30日

条 例 第 60 号

目次

前文

第１章 総則（第１条―第10条）

第２章 基本的施策（第11条―第19条）

第３章 推進体制（第20条）

第４章 雑則（第21条）

附則

秋田市民憲章にもうたわれているとおり、このまちで暮らす市民一人ひとり

が、健康で明るく豊かな住みよいまちを目指す、それが私たちの願いです。

しかし、残念なことに、近年、我が国においては自殺による死亡者数が高い

水準で推移し、自殺が重大な社会問題となっており、それは本市においても例

外ではありません。

これまで個人的な問題として捉えられがちであった自殺については、その多

くが個人だけの努力ではどうすることもできない「追い込まれた末の死」であ

り、およそ個人の問題とは言い切れません。

本市では、既に、民・学・官が連携した自殺対策における秋田モデルと言わ

れる取り組みが進んでおりますが、さらに機運を高めていかなければなりませ

ん。

自然環境豊かなこのまちで、全ての市民が幸せに暮らすという考えの下、自

殺を取り巻く要因および環境について市全体で解決を図り、一人ひとりが「一

人のいのち」を大切にし、自殺対策の担い手としてともに支え合う秋田市をつ

くり上げていくことを目指し、ここに秋田市民の心といのちを守る自殺対策条

例を制定します。

第１章 総則

(目的)

第１条 この条例は、自殺対策について、基本理念を定め、市、事業主、学校
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等、市民および議会の責務を明らかにするとともに、自殺対策に係る施策に

関し必要な事項を定めることにより、市民個人およびその親族等の心情およ

び立場に配慮しつつ、自殺対策を総合的に推進し、もって市民一人ひとりが

かけがえのないいのちの大切さを考え、ともに支え合う地域社会の実現に寄

与することを目的とする。

(基本理念)

第２条 自殺対策は、自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第12条に規定する

基本的かつ総合的な自殺対策の大綱に定められた自殺総合対策における基本

認識を踏まえ、自殺は防ぐことができる問題として取り組まれなければなら

ない。

２ 自殺対策は、自殺について個人の問題としてのみでなく、地域的および社

会的な要因等から多角的に問題点を分析し、地域レベルの実践的な取組を含

めた措置を講じることにより、推進されなければならない。

３ 自殺対策は、自殺の事前予防および自殺発生の危機への対応として取り組

むとともに、自殺又は自殺未遂が発生した場合における事後対応の効果的な

施策として実施されなければならない。

４ 自殺対策は、市と国、他の地方公共団体、医療機関、事業主、学校等、市

民、自殺の防止等に関する活動を行う民間の団体その他の関係する者との密

接な連携の下に実施されなければならない。

(市の責務)

第３条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、関係機関と連携し、市の状

況に応じた施策を策定し、実施するものとする。

２ 市は、市民の経済的および精神的な問題のほか生活上の悩みに関する相談

等について、各種窓口の充実および業務の連携により適切な対応をするもの

とする。

３ 市は、常に市内の自殺問題に関する状況および情報について分析し、緊急

を要する場合は、速やかに対応するものとする。

４ 市は、自殺対策の担い手である市職員等が、心身の健康を保持しながら職

務に従事することができるよう、配慮するものとする。

(事業主の責務)

第４条 事業主は、自殺対策に取り組む当事者としての意識を持ち、市および

関係機関と連携し、その雇用する労働者の心身の健康を保持するために適切

な措置を講ずるよう努めるものとする。

２ 福祉、医療、教育その他のサービスを提供する事業主は、特に自殺対策に

取り組む意識を持ち、自殺に対する正しい理解を深め、市および関係機関と

連携しながら、当該サービスの利用者の心身の健康を保持するために適切な

措置を講ずるよう努めるものとする。

(学校等の責務)

第５条 学校等は、市、関係機関、保護者等と連携し、児童、生徒又は学生の

心身の健康を保持するとともに、教職員等が心身の健康を保持しながら職務
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に従事することができるよう、適切な措置を講ずるものとする。

２ 学校等は、常にいのちの尊さを学ぶ機会を設けるよう努めるものとする。

３ 学校等は、児童、生徒又は学生からの心の迷い等のサインを見逃すことな

く、適切に対処するものとする。

４ 学校等は、いじめと自殺との因果関係を過小に評価することなく、いじめ

の防止および早期発見に努めるとともに、いじめの対策に万全を期するもの

とする。

(市民の責務)

第６条 市民は、自殺対策に深い関心と正しい理解を持ち、一人ひとりが自殺

対策の担い手となるよう努めるものとする。

(議会の責務)

第７条 議会は、自殺対策に関する市の施策が効果的に推進されるよう監視お

よび評価を行うとともに、必要な提言等を行うものとする。

(名誉および心情ならびに生活の平穏への配慮)

第８条 市は、自殺対策を実施する上で、自殺者、自殺未遂者および自殺のお

それがある者ならびにそれらの親族等の名誉および心情ならびに生活の平穏

に十分配慮しなければならない。

(財政上の措置)

第９条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じな

ければならない。

(報告)

第10条 市は、毎年度、市における自殺の概要および施策の実施状況を議会に

報告しなければならない。

第２章 基本的施策

(自殺の実態の調査研究等)

第11条 市は、自殺の実態を明らかにするため、調査研究を推進し、情報の収

集、整理、分析および提供を行うものとする。

(市民の理解の増進)

第12条 市は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺の防止等に関する市民の

理解が深まるよう必要な施策を講ずるものとする。

(人材の確保等)

第13条 市は、自殺対策を推進するため、適切な人材を確保し、その養成およ

び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

(心の健康づくりに係る相談体制の整備)

第14条 市は、心の健康の保持および増進のため、職場、学校、地域等におけ

るあらゆる機会において、市民からの相談に対応することができる体制の整

備に必要な施策を講ずるものとする。

(医療の提供体制の整備)

第15条 市は、自殺のおそれがある者の早期発見に努めるとともに、必要に応

じて医療機関と連携し、適切な医療が受けられる体制の整備に必要な施策を
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講ずるものとする。

(自殺対策の社会的な取組に係る連携体制の整備)

第16条 市は、自殺対策推進の社会的な取組として、各種相談窓口の機能の充

実を図るとともに、関係機関等との連携体制の整備に必要な施策を講ずるも

のとする。

(自殺未遂者等に対する支援)

第17条 市は、自殺未遂者および自殺のおそれがある者が自殺を図ることのな

いよう、適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。

(自殺者の親族等に対する支援)

第18条 市は、自殺者又は自殺未遂者の親族等が感じる複雑な心情に配慮し、

当該親族等が偏見、誤解等により不利益を被らないよう、適切な支援を行う

ために必要な施策を講ずるものとする。

(民間団体との連携の強化)

第19条 市は、地域における民間の団体が行う活動に関し、自殺の防止を目的

とする活動のほか、関連する分野の活動についても自殺対策に関与し得るこ

とを理解した上で、民間の団体との連携を強化し、必要な施策を講ずるもの

とする。

第３章 推進体制

(自殺対策ネットワーク会議)

第20条 市は、自殺対策が関係機関等による密接な連携の下に実施されるよう

にするため、自殺対策に関係する行政機関、民間の団体、学識経験者、市民

等をもって構成する自殺対策ネットワーク会議を置く。

第４章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、平成26年４月１日から施行する。

附 則

この条例は、平成31年４月１日から施行する。
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８ 秋田市自殺対策ネットワーク会議設置要綱

秋田市自殺対策ネットワーク会議設置要綱

平成20年５月９日

保 健 所 長 決 裁

（設置）

第１条 秋田市民の心といのちを守る自殺対策条例（平成25年秋田市条例第60

号）第20条の規定に基づき、関係機関・団体が連携し自殺の予防を図るとと

もに、自殺者の親族に対する支援等の対策を総合的に推進することを目的と

して、秋田市自殺対策ネットワーク会議（以下「ネットワーク会議」という。）

を設置する。

（所掌事項）

第２条 ネットワーク会議は次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策に係る社会的取組に関すること。

(2) 自殺対策に係る関係機関の情報交換に関すること。

(3) 自殺対策に係る総合的な推進に関すること。

(4) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。

（組織）

第３条 ネットワーク会議は、次に掲げる関係機関の職員のうちから市長が委

嘱する委員20人以内をもって組織する。

(1) 医療・保健・福祉関係機関

(2) 大学・研究関係機関

(3) 労働関係機関

(4) 教育関係機関

(5) 法律関係機関

(6) 地域関係団体等

(7) 行政関係機関

（座長）

第４条 ネットワーク会議に座長を置き、秋田市保健所長をもって充てる。

２ 座長は、ネットワーク会議を代表し、会務を総理する。

３ 座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長があらかじめ指名す

る委員が職務を代理する。

（委員の任期）

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間と

する。
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（会議の開催）

第６条 ネットワーク会議は座長が招集し、座長が会議の議長となる。

２ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者をネットワーク会議に

参加させ、意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。

（検討部会）

第７条 ネットワーク会議は、第２条各号に係る専門の事項に関する処理をす

るため必要があるときは、検討部会（以下「部会」という。）を置くことが

できる。

２ 部会は、座長が指名するネットワーク会議委員およびその他の委員をもっ

て組織する。

３ その他の委員は、当該専門の事項に関し学識、経験を有する者および本市

関係部局の職員などのうちから、座長が指名する。

（事務局）

第８条 ネットワーク会議の運営にあたり、必要となる庶務関係および連絡調

整については、秋田市保健所に事務局を置き、処理するものとする。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し、必要

な事項は、座長が定めるものとする。

附 則

この要綱は、平成20年６月26日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成24年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。
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９ 秋田市自殺対策ネットワーク会議委員名簿

秋田市自殺対策ネットワーク会議委員名簿（２０名）

平成３０年４月２４日現在

氏 名 所 属 団 体 備 考

藤 枝 信 夫 秋田市医師会

内 藤 信 吾 秋田市医師会 自殺未遂者対策検討部会長

近 江 健 秋田県薬剤師会秋田中央支部

齋 藤 和 樹 秋田県臨床心理士会

野 口 良 孝 秋田市社会福祉協議会 高齢者対策検討部会長

佐々木 久 長 秋田大学大学院医学系研究科 自殺未遂者対策検討部会員

津 川 光 也 秋田公共職業安定所

浅 野 雅 彦 秋田商工会議所

工 藤 孝 秋田市中学校長会

冨 田 大 秋田弁護士会

嵯 峨 直 司 秋田県司法書士会

雲 然 俊 美 NPO法人秋田いのちの電話

涌 井 真 弓 秋田グリーフケア研究会

高 橋 めぐみ NPO法人蜘蛛の糸

藤 原 育 子 和田地区保健推進員会 高齢者対策検討部会員

NPO法人秋田県就労･
鎌 田 亮

生活自立サポートセンター

近 江 信 二 秋田中央警察署

菊 地 正 人 秋田市消防本部

恵 美 元 子 秋田市市民相談センター

伊 藤 千 鶴 秋田市保健所 座長

事務局 【健康管理課】
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１０ 秋田市自殺対策庁内連絡会議設置要綱

秋田市自殺対策庁内連絡会議設置要綱

平成19年７月20日

副 市 長 決 裁

（設置）

第１条 自殺対策に全庁横断的に取り組むことにより、市民のかけがえのない

命を救うため、秋田市自殺対策庁内連絡会議（以下「連絡会議」という。）

を設置する。

（所掌事務）

第２条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 自殺対策に係る情報交換に関すること。

(2) 自殺対策に係る情報収集および調査に関すること。

(3) 自殺対策の検討に関すること。

(4) その他自殺対策に係る必要な事項の調整に関すること。

（組織）

第３条 連絡会議は、委員長、副委員長および委員をもって組織する。

２ 委員長、副委員長および委員は、次の職にあるものをもって充てる。

委 員 長 福祉保健部に関する事務を分掌する副市長

副委員長 保健所次長

委 員 総務部次長、市民生活部次長、福祉保健部次長、子ども未来部

次長、産業振興部次長、教育次長、消防次長

３ 委員会に臨時委員を置くことができる。

（委員長および副委員長）

第４条 委員長は、委員会の会務を総理する。

２ 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第５条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

（庶務）

第６条 連絡会議の庶務は、健康管理課において処理する。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、

委員長が定める。

附 則

この要綱は、平成１９年７月２０日から施行する。
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附 則

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２０年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２６年５月１日から施行する。

附 則

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。
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